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1.概要
• このプログラムは、年末調整の処理、法定調書の作成をすることができます。

• 月次の給与計算（関与先の従業員の給与明細を出力する。）を作成するソフト
ではありません。行う場合は、別途給与計算のプログラムを用意する必要があ
ります。

• 給与計算ソフトからデータが取込可能です。
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2-1.「年調・法定調書の達人」の起動方法
●最新年度版の起動
【達⼈Cube】⇒【業務ソフト】⇒【年調・法定調書】をダブルクリックして下さい（①）。

●過年度版の起動
【過年度プログラム】リスト内の該当年度をクリックして下さい（②）。
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最新年度はダ
ブルクリックして
下さい。

過年度プログラムは
クリックして下さい。

①
②



2-2.「年調・法定調書の達人」の終了方法
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①年調・法定調書の達⼈の右上の【×】をクリックして下さい。 ⇒確認画⾯が表示されます。
②データを保存する場合、【はい】を
クリックして下さい。

【いいえ】をクリックすると、今回
⼊⼒した内容が保存されませ
ん。今回⼊⼒した内容を保存
する場合、必ず【はい】をクリッ
クして下さい。



3.関与先データ作成方法
関与先データを作成する手順は、２通りの方法があります。
前年のデータを達人で作成しているかいないかで、どちらの方法を取るかが決
まります。

 作成方法1：前年度のデータを使用してデータを作成
（達人の前年データあり）

 作成方法2：新しい関与先のデータを作成
（達人の前年データなし）
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3.関与先データ作成方法（引継）

作成したデータを引継ぎするには、「翌期繰越<1>」と「旧プログラムデータのコンバート
<2>」を使用条件によって組み合わせて使用します。

＜1＞「翌期繰越」 （申告年度更新処理）
令和2年のデータから令和3年のデータを作成する処理です。申告年の更新を行うと
ともに、昨年の給与データのクリアを行います。

＜2＞「旧プログラムデータのコンバート」（プログラム間のデータ移動処理）
令和2年のプログラムから令和3年のプログラムに、データを移動します。
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令和2年版達⼈プログラム

申告年令和2年のデータ

申告年令和3年のデータ

＜1＞翌期繰越

令和3年版達⼈プログラム

申告年令和3年のデータ

＜２＞
旧プログラムデータ
のコンバート

【作成方法1】前年度のデータを使用してデータを作成



3.関与先データ作成方法（引継）
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※前回申請で、修正・追加・
無効等を⾏い、2度提出し
た場合は、修正したデータを
選択して下さい。

①前年（令和2年）の年調・法定調書の達⼈を起
動して下さい。

②【ファイル】⇒【翌期繰越】の順にクリックして下さい。

③【閉じる】をクリックして下さい。

④翌期繰越を⾏う関与先をクリックし、【選択】をクリックして下さい。

このチェックボックスをチェックする
と、次回以降表示されません。

複数の関与先を一度に選択するこ
とが可能です。
■連続した関与先の選択⽅法
【Shift】キーを押したまま、最初と
最後の関与先をクリックして下さい。

■飛び飛びの関与先の選択⽅法
【Ctrl】キーを押したまま、関与先
をクリックして下さい。

■並び替え
【表示切替】ボタンで法⼈の表示
順を並び替えることができます。

翌期繰越の説明
の画⾯です。

＜１＞「翌期繰越」

③【閉じる】をクリックして下さい。



3.関与先データ作成方法（引継）
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令和3年分が作成されているこ
とを確認して下さい。

⑤【OK】をクリックして下さい。

⑥【閉じる】をクリックして下さい。

⇒これで翌期繰越処理は終了です。次に「旧プログラムデータのコンバート」を⾏い「令和3年分版年調・
法定調書の達⼈」へのデータ移動を⾏います。

確認の画⾯です。



3.関与先データ作成方法（引継）
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コンバート後にデータを削除する
場合（②のチェック）は、十分
注意して下さい。（削除した
データは、元に戻せません。）

①最新年度（令和3年）の年調・法定調書の達⼈
を起動して下さい。

②【ファイル】⇒【旧プログラムデータのコンバート】の順
にクリックして下さい。

③【閉じる】をクリックして下さい。

④コンバートを⾏う関与先をクリックし、【実⾏】をクリックして下さい。

このチェックボックスを
チェックすると、次回
以降表示されません。

「申告年度」の項目名をクリックすると、年
度ごとの整列が可能です。複数の関与先
をコンバートするときは、整列してから⾏うと
誤った関与先選択の防止になります。

①

②

③

旧プログラムデータ
のコンバートの説
明の画⾯です。

＜2＞「旧プログラムデータのコンバート」



3.関与先データ作成方法（引継）
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令和3年分が作成されているこ
とを確認して下さい。

⑤【OK】をクリックして下さい。

⑥【閉じる】をクリックして下さい。

確認の画⾯です。

⇒令和2年のプログラムから令和3年のプログラムにデータがコピーされました。



3.関与先データ作成方法（新規作成）
１．前年度のデータを使用してデータを作成

 年調・法定調書の達人でデータを新規作成します。

 データ管理の達人の契約がある場合、データ管理の達人から関与先の基本
情報を取込してデータを作成することができます。
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【作成方法2】新しい関与先のデータを作成



3.関与先データ作成方法（新規作成）
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①【新規作成】をクリックして下さい。

③【OK】をクリックして下さい。

確認の画⾯
です。

⇒新しい関与先のデータが作成
されます。

②各項目を⼊⼒し、【確定】をクリックして下さい。
関与先の情報を登
録する画⾯です。

この画⾯の⼊⼒項目は
「4.基本情報の登録」で
説明します。

⼊⼒は各タブで
⾏って下さい。

データ管理の達⼈（事
業者データベース）に
関与先の基本情報を
登録している場合、【事
業者一覧】から基本情
報を取込できます。



（参考）データ管理の達人に関与先の基本情報を登録
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①【データ管理の達⼈】⇒【センター】⇒【事業者デー
タベース】⇒【DATABASE(既定)】の順にクリックし
ます。

②【新規作成】をクリックして下さい。

③必要事項を⼊⼒して【次へ】をクリックして下さい。

④必要事項を⼊⼒して【完了】をクリックして下さい。

関与先の基本情報の登録方法



（参考）データ管理の達人から関与先の基本情報の取込
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①「基本情報」画⾯で【事業者一覧】をクリックし
て下さい。

関与先の基本情報の取込方法 ③作成する関与先を選択し、【確定】をクリックして下さい。

④表示された内容を確認し、【確定】をクリックして下さい。

②【確定】をクリックして下さい。
データベースを選択
する画⾯です。通常
は変更不要です。

⇒データ管理の達⼈に登録した情報が取込されます。

個⼈データを作成
する時は、個⼈を
選択して下さい。



作成帳票の準備
作成帳票の準備として、以下の情報を登録します。

• 基本情報の登録

• 所属の登録

• 納付先（市町村）の登録

• 社員の登録

 作成方法1：前年度のデータを使用してデータを作成した場合は、昨年の情
報が繰越されています。昨年からの変更になった部分を入力して下さい。

 作成方法2：新しい関与先のデータを作成した場合は、それぞれの情報を登
録して下さい。

 給与ソフトからのインポートをする場合、「所属の登録」「納付先の登録」「社
員の登録」も取込可能です。基本情報の登録が終わったら、インポートをして
下さい。
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4.基本情報の登録
①【年調・法定調書の達⼈】⇒【基本情報の登録】をクリックして下さい。
②「基本情報の登録」ウィンドウが表示されますので、各タブを選択し、必要事項を⼊⼒し、
【確定】して下さい。
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「基本情報」タブ 必須項目です。
⼊⼒する名称は、新規分、修正
分、追加分、訂正分等と⼊⼒して
下さい。
前期からの引継ぎした場合は、前
期でのデータ名称を引継ぎます。
「修正分」「2回目」等の場合は修
正して下さい。

「源泉徴収簿の基礎とな
る給与明細表」を作成す
る場合はチェックして下さ
い。給与の明細を⼊⼒し、
一⼈別徴収簿に取込す
ることができます。

【参照】をクリックすると、「電子申告の達
⼈」（送受信の設定）に登録されている
「利用者識別番号」が取込できます。

電子申告の際
に利用します。

新しいデータを作成する場合は「新規」を選
択してください。「追加」「訂正」「取消（無
効）」は、申告した内容に誤りがあり訂正
等をする時に使用します。



4.基本情報の登録
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「申告情報」（法⼈）タブ 「申告情報」（個⼈）タブ

【参照】から、提出税務署、（署番号）、（税務署番号）が同時に設定されます。
（署番号）︓合計表に転記
（税務署番号）︓所得税徴収⾼計算書に転記

源泉所得税の納期の特
例を適用する場合、「有」
にチェックをつけて下さい。

【参照】をクリックすると、「国税庁社会保障・税番号制度法⼈
番号公表サイト」が表示され、法⼈番号が参照できます。
※参照のみです。反映はできません。

【参照】をクリックすると、
【データ管理の達⼈】⇒
【個⼈番号収集DB】から
個⼈番号を取込できます。



4.基本情報の登録
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「支給日情報」タブ 「税理⼠情報」タブ一⼈別徴収簿の
「支給月日」欄に
連動します。

源泉徴収票の
「種別」欄に連
動します。

【翌月払い】にチェックをつけると、本
年12月退職者の翌年1月の給与
データ⼊⼒が可能となります。

達⼈Ｃｕｂｅの【アカウン
ト管理】に、税理⼠情報
を登録しておくと、税理⼠
一覧から選択ができます。

税理⼠（税理⼠法⼈）の利用者識別番
号・利用者ＩＤを⼊⼒して下さい。
電子申告の際に利用します。
（上記のアカウント管理に登録があれば一緒
に連動されます。）



5.所属の登録（任意）
部課単位で集計の必要がある場合には、設定して下さい。
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①【業務メニュー】⇒【所属の登録】をクリックして下さ
い。

②【新規登録】ボタンをクリックして下さい。

③「コード」と「名称」を⼊⼒し、【確定】ボタンをクリック
して下さい。



6.納付先（市町村）の登録
「給与支払報告書（総括表）」の提出先を登録します。
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①【業務メニュー】⇒【納付先（市町村）の登録】を
クリックして下さい。

②【新規登録】ボタンをクリックして下さい。

③納付先情報を設定し、【確定】ボタンをクリックして
下さい。

【参照】から選択して
設定して下さい。

地⽅税の電子申告をする
場合、【参照】から選択して
設定して下さい。

支払⾦額30万円以下の退職者の
給与支払い報告書を提出しない場
合、「提出しない」にチェックをつけて
下さい。



7.社員の登録
①【業務メニュー】⇒【社員の登録】をクリックして下さい。
②【新規登録】ボタンをクリックして下さい。
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社員の追加
ができます。

社員の削除
ができます。

登録済みの社
員情報の参照、
修正ができます。

検索（社員の登録）画⾯

並び順が変更できます。
設定した並び順は、一⼈別徴収簿の
表示、印刷時にも反映されます。

順序設定画⾯

「納付先（市町村）名称」がこの
画⾯に表示されるようになりました。

所属、社員コード、氏名、
その他情報を設定し、社員
を検索することができます。



7.社員の登録
③「基本情報」「家族情報」タブに必要事項を⼊⼒し、【確定】をクリックして下さい。
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【参照】をクリック
すると、納付先
の登録で登録し
た市町村が表
示されます。「給
与支払報告書
（総括表）」の
納付先を設定
して下さい。

「基本情報」タブ

本⼈が世帯主
の場合クリックし
て下さい。続柄
に「本⼈」が設
定されます。

年調区分は、通常は「通常」を選択します。
「通常(年調計算をする/しないを自動判定)」「年調計算を
⾏わない」「年調処理自体を⾏わない」から選択します。
「年調処理自体を⾏わない」を選択すると、源泉徴収票等
の帳票は作成されません。

「所得⾦額調整控除申告書」に記
載する要件該当者を自動選択する
か、直接選択するかを選べます。

【前の社員】【次の社員】ボタンで社員が切替可能。

印刷帳票には反映されません。
eLTAXで送信される情報です。

「普通徴収」を選択した
場合、⼊⼒して下さい。
【参照】から選択可能。

法⼈の役員の場
合はチェックマーク
を⼊れて下さい。



7.社員の登録
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「基本情報」タブの
住所が連動します。

「所得⾦額調整控除」に該当
するか否かが表示されます。

「家族情報」タブ

「死亡年月日」が
⼊⼒された親族は、
翌期繰越されませ
ん。

源泉控除対象
配偶者はチェック
をつけます。

Ⓐ

Ⓑ

【F4前の社員】【F5次の社員】
ボタンで社員が切替可能。

「除外」にチェック
すると、全ての控
除計算（扶養控
除、障害者控
除）の対象から
外れます。

扶養親族の並べ替えや
削除ができます。



7.社員の登録
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給与所得以外の所得がある場合、⼊⼒して下さい。 配偶者に所得がある場合、⼊⼒して下さい。

Ⓐ合計所得⾦額（内訳）画⾯ Ⓑ配偶者の合計所得⾦額（⾒積額）画⾯

Ⓐ前頁【内訳】を
クリックすると表示
されます。

Ⓑ前頁【内訳】を
クリックすると表示
されます。

クリックしてチェックマーク
をつけて下さい。



8.一人別徴収簿
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①【業務メニュー】⇒【給与所得の源泉徴収票等の作成】をクリックして下さい。

白抜き
部分
①

⼿⼊⼒して下さい。

薄緑色
の部分
②

連動部分です。【F4⼊⼒切
替】ボタンで、⼿⼊⼒に変更
可能です。
⼿⼊⼒に切替えた項目はピン
ク色になります。

ク リー
ム色
③

連動部分

ダイアロ
グ⼊⼒
④

⼊⼒欄によっては、項目名部
分をクリックすると、太目の枠で
囲われる部分があります。この
場合、キーボードの【スペース】
を押すか、ダブルクリックをする
と、⼊⼒ウィンドウや選択ウィン
ドウが表示されます。そのウィン
ドウで⼊⼒して下さい。

⼊⼒⽅法

ウィンドウ下のタブをクリックすることによ
り、帳票が切替わります。

①

②③

④

表示されている帳票が印刷されます。
※まとめて印刷する場合は、【帳票の
一括印刷】から⾏います。

画⾯表示が拡大、
縮小されます。

表示されている帳票の
ヘルプが表示されます。

達人の基本操作



8.一人別徴収簿
給与・賞与・税額等の入力は、各種入力方法に対応しています。

 入力方法1：一人別徴収簿から入力

 入力方法2：給与明細表から入力

※ 給与ソフト、Excelファイル等からインポートすることもできます。データのイン
ポートは、「26.インポート・エクスポート機能」を参照して下さい。

-26-



8.一人別徴収簿
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給与・賞与・税額等を
直接⼊⼒して下さい。

登録対象社員が次社員、
前社員に切替わります。

社員一覧から登録対
象社員を選択可能。

社員情報が
変更できます。

【入力方法1】一人別徴収簿から入力

給与所得の源泉徴収税額表
（月額表）又は賞与に対する
源泉徴収税額の算出率の表等
を参照して、「算出税額」「賞与
等の税率」「扶養親族等の数」を
取込できます。

前月に⼊⼒した
内容（総支給
額等）が複写
できます。

カーソルがある月に⼊⼒した
内容（総支給額等） が、
別の月に複写できます。

一⼈別徴収簿画⾯で直接⼊⼒して下さい。社員ごとに⼊⼒することができます。



8.一人別徴収簿
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「給与・賞与の月別登録」
画⾯が表示されます。

給与・賞与の月別登録

登録対象月が
切替わります。

カーソルがある社員に
⼊⼒した内容（総支
給額等） が、別社
員に複写できます。

前月に⼊⼒した内
容（総支給額
等）が全社員分ま
とめて複写できます。

所属、氏名の一部を⼊
⼒して社員を検索可能。

月別で⼊⼒する場合は、 【月別登録】ボタンをクリックし、表示された画⾯から⼊⼒して下さい。

⼊⼒が完了
したら【確定】
して下さい。



8.一人別徴収簿
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【入力方法2】給与明細表から入力

【業務メニュー】⇒【給与所得の源泉徴収票等の作成】をクリックして下さい。

【業務メニュー】⇒【基本情報の登
録】⇒「給与明細表の作成」にチェッ
クをつけて下さい。

給与明細を⼊
⼒して下さい。

内訳項目名
を⼊⼒します。

⼊⼒した内容が
集計されます。

⇒⼊⼒が終わったら、一⼈別徴収簿
で給与明細表の集計結果を取込し
ます。

登録月が切
替わります。

月区分一覧から登
録月を選択可能。

ページが切
替わります。

ページ数を指定
して切替可能。 給与明細表を表示するには・・・

前月に⼊⼒した内
容が全社員分まと
めてが複写できます。

カーソルがある社員に
⼊⼒した内容が、別
社員に複写できます。

月別様式



8.一人別徴収簿
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「社員別様式」の画⾯に
切り替わります。

社員別で⼊⼒する場合は、【月別様
式】の隣の【 】 ボタンをクリックして下
さい。
⇒「社員別様式」の給与明細表が表
示されます。

社員情報が
変更できます。

登録対象社員が次社員、
前社員に切替わります。

社員一覧から登録対
象社員を選択可能。

「月別様式」
の画⾯に切り
替わります。

給与明細を⼊
⼒して下さい。

内訳項目名
を⼊⼒します。

⼊⼒した内容が
集計されます。

⇒⼊⼒が終わったら、一⼈別徴収簿で給
与明細表の集計結果を取込します。

前月に⼊⼒した内容
が複写できます。

カーソルがある月に
⼊⼒した内容が、別
の月に複写できます。

社員別様式



8.一人別徴収簿
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【一⼈別徴収簿】タブをクリックして、「一⼈別徴収簿」画⾯を表示し、【取り込み】ボタンをクリックして下さい。
●給与明細表の集計結果の取込●

⇒給与・賞与データが「一⼈別徴収簿」に取
込されます。

チェックをつけると、全社員のデータを一括で取込可能。

取込をする月区
分にチェックをつ
けて下さい。
【全選択】をクリッ
クすると、全ての
月区分にチェック
がつきます。

取込の設定をしてから、【確定】
をクリックして下さい。

「給与明細表」を入力した場合、
必ず取込を行って下さい！



8.一人別徴収簿
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Ⓕ総計や部課計
が確認できます。

Ⓖ一⼈別徴収簿・年
末調整欄の前期比
較表が参照できます。

Ⓐ役員賞与に該当す
る場合は、ダブルクリッ
クして設定して下さい。

Ⓒ中途⼊社社員
の前職のデータが
登録できます。

Ⓓダブルクリックすると、
「保険データ」ダイアログ
ボックスが表示されます。

Ⓔダブルクリックすると、「住宅
借⼊⾦等特別控除額」ダイア
ログボックスが表示されます。

Ⓑダブルクリックすると、
「扶養控除等の申告」
ダイアログボックスが表
示されます。

その他の入力、参照項目の説明



8.一人別徴収簿
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Ⓐ「賞与区分」ダイアログボックス

Ⓑ「扶養控除等の申告」ダイアログボックス

Ⓒ「前職データ」ダイアログボックス

※⼿⼊⼒で⼊⼒された場合、控除計算
には反映されません。【社員編集】⇒
【家族情報】での修正を忘れずに⾏って
下さい。

役員賞与に該当する場合
は、「役員賞与」を選択し、
【確定】して下さい。

チェックをつけると、⼿⼊⼒
でデータが作成できます。 複数回の職歴のある場合は合

計⾦額を⼊⼒して下さい。
また、会社名は「○○株式会
社他」のように⼊⼒して下さい。

チェックボックスにチェックす
ると源泉徴収簿や源泉徴
収票に転記されます。



8.一人別徴収簿
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Ⓓ「保険データ」ダイアログボックス

Ⓔ「住宅借⼊⾦等特別控除額」ダイアログボックス

小規模企業共済等掛⾦
がある場合、⼊⼒して下さ
い。

「保険料控除申告書」か
ら⾦額が連動します。

1回目︓通常はこちらに⼊⼒して下
さい。居住開始年月日等の情報が、
源泉徴収票に転記されます。

2回目︓住宅耐震改修等を併用し
ている場合に⼊⼒して下さい。

源泉徴収票に
表示される文字
（【住】など）が
追加されました。



8.一人別徴収簿
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Ⓕ年末調整データ総括表

「一⼈別徴収簿」
画⾯に戻ります。

各⾏をダブルクリックすると「月別登録」画⾯が表示
され、各社員の⼊⼒内容を表示、変更できます。

集計単位が切替わります。



8.一人別徴収簿
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Ⓖ前期比較表（一⼈別徴収簿・年末調整欄）

「一⼈別徴収簿」
画⾯に戻ります。

翌期繰越して作成
したデータには、繰
越前のデータが前年
分として設定されて
います。前年分の
データについては、こ
の画⾯で編集が可
能です。



9.扶養控除等（異動）申告書
「社員の登録」から連動します。一部手入力項目があります。
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16歳以上の扶養親族が5⼈以
上、または16歳未満の扶養親
族が4⼈以上登録された場合に、
次ページへの切替えを⾏うボタン
です。16歳以上の扶養親族は
最大２0⼈まで、16歳未満の扶
養親族は最大20⼈まで登録が
可能です。



10.保険料控除申告書
各項目を入力して下さい。

-38-

「新・旧の区分」画⾯

「保険区分」画⾯

「社会保険料の⾦額」画⾯

新旧区分を選択し、【確定】
ボタンをクリックして下さい。

保険区分を選択し、【確定】
ボタンをクリックして下さい。

保険料等の⾦額を⼊⼒し、
保険の種類を選択し、【確
定】ボタンをクリックして下さい。

「新・旧の区分」画
⾯が表示されます。

「保険区分」画⾯
が表示されます。

「社会保険料の⾦額」
画⾯が表示されます。「新・旧の区分」画

⾯が表示されます。



11.基礎控除、配偶者控除等、所得金額調整控除等申告書

「社員の登録」、「一人別徴収簿」等の入力内容から、自動で作成されます。

-39-



12.源泉徴収票
「社員の登録」、「一人別徴収簿」、「保険料控除申告書」等の入力内容から、自動で作成
されます。

-40-

前職データ等が、自動転記されます。
また【⼊⼒切替】をクリックすれば、⼿
⼊⼒も可能です。

源泉徴収票の提出区分が設定できます。
【自動判定】することができます。
※提出区分の設定は、「法定調書合計
表」画⾯からも⾏うことができます。



13.【翌年分】扶養控除等（異動）申告書
翌年分（令和4年分）の扶養控除等申告書が作成できます。本年分（令和3年分）の扶養
控除等申告書の内容が連動されます。

-41-

転記する場合、
チェックして下さい。

「帳票設定」画⾯
が表示されます。



14.退職所得の源泉徴収票
①【業務メニュー】⇒【退職所得の源泉徴収票等の作成】をクリックして下さい。
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【参照】ボタンから、本年に退職した
社員の情報が取込可能。社員の登
録に⼊⼒した「就職年月日」「退職
年月日」も取込されます。

摘要、支払⾦額等は
⼿⼊⼒して下さい。

「受給者の登録」画⾯

「退職所得控除」画⾯

ダブルクリックして、受給
者を登録して下さい。

源泉徴収票が
追加されます。

源泉徴収票の提出区分が設定で
きます。【自動判定】可能。
※提出区分の設定は、「法定調書
合計表」画⾯からも設定可能。

ダブルクリックして、退職所
得控除を登録して下さい。



15.報酬等の支払調書
報酬等の支払調書は、2通りの作成方法があります。

 入力方法1：日常報酬の登録

 入力方法2：支払調書に手入力

※「日常報酬の登録」から作成すると、「給与所得・退職所得等の所得税徴収
高計算書」「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に報酬の金額が連動しま
す。

-43-



15.報酬等の支払調書
①【業務メニュー】⇒【報酬等の支払調書の作成】をクリックして下さい。
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【参照】ボタンから報酬区分を設定すると毎回
報酬区分を選択する⼿間が省けます。
※「日常報酬の登録」の場合のみ設定可能

ダブルクリックして、受給
者を登録して下さい。

チェックの有無で⼊⼒⽅法が切
り替わります。
「日常報酬の登録」で作成する
場合、チェックをつけて下さい。
「支払調書に⼿⼊⼒」で作成す
る場合、チェックを外して下さい。

支払調書の提出区分が設定できま
す。【自動判定】可能。
※提出区分の設定は、「法定調書
合計表」画⾯からも設定可能。

「受給者の登録」画⾯受給者が切替わります。 支払調書が追加されます。
報酬等の支払調書画面の説明



15.報酬等の支払調書
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【入力方法1】日常報酬の登録

⇒支払調書に報酬が登録されます。

①【日常報酬】ボタンをクリックして下さい。
③各項目を⼊⼒・選択し、【確定】ボタンをクリックして下さ
い。

②対象受給者を選択し、【新規登録】ボタンをク
リックして下さい。

▼マークをクリックすると
受給者が選択できます。

チェックをつけると【確定】ボタンをクリックした後で
表示される「日常報酬の新規登録」画⾯に今
回の⼊⼒内容が転記されます。

区分を設定すると、報酬・料⾦等の
所得税徴収⾼計算書に連動します。

日常報酬の表示順序を
「支払日順」「登録順」
から選択可能。



15.報酬等の支払調書
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【入力方法2】支払調書に手入力

ダブルクリックして、受給
者を登録して下さい。

「支払調書に⼿⼊⼒」で作成
する場合、チェックは外します。

「受給者の登録」画⾯

「報酬区分選択」画⾯

ダブルクリックして、「報酬
区分」を設定して下さい。

⼿⼊⼒して下さい。



15.報酬等の支払調書
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Ｑ．作成した支払調書を削除するにはどうすれ
ばよいですか。

Ａ．【受給者切替】ボタンをクリックして表示され
る「受給者一覧」画⾯で、支払調書を削除
する受給者を選択し、【削除】をクリックして
下さい。

Ｑ．「支払調書に⼿⼊⼒」で作成している時に、同一受
給者の支払調書を2枚作成できますか。

Ａ．同一受給者の2枚目の支払調書を作成できます。
【データ追加】して、受給者の登録をする時に、【参
照】ボタンから、2枚目の支払調書を作成する受給者
を選択して下さい。2枚目の支払調書が作成されます。

※日常報酬の登録に登録した削除受給者の日
常報酬データもすべて削除されます。

報酬等の支払調書 Ｑ＆Ａ



16.不動産等の支払調書
①【業務メニュー】⇒【不動産等の支払調書の作成】をクリックして下さい。
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ダブルクリックして、受給
者を登録して下さい。

「受給者の登録」画⾯

「あっせんをした者」画⾯

「権利⾦、更新料等非該当」
画⾯

⼿⼊⼒して下さい。

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付け
のあっせん⼿数料の支払調書」を作成する場合、このタブをクリックします。

提出要否
の判定要
素として使
用します。

提出区分が設定できます。【自動判定】可能。
※「法定調書合計表」画⾯からも設定可能。

受給者が切替わります。 支払調書が追加されます。

「支払を受
ける者」が
「法⼈」の
場合のみ
設定可能。

ダブルクリックして、あっせん
をした者を登録して下さい。



17.給与支払報告書（総括表）
①【業務メニュー】⇒【合計表等の作成】⇒【給与支払報告書（総括表）】をクリックして下さ
い。
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退職した社員、丙欄の社員は⼈数から除かれています。退職した社員、
丙欄の社員を含める場合は、「⼊⼒切替」で⼈数を⼿⼊⼒して下さい。

「特別徴収税額通知の受取⽅
法」画⾯

「書⾯＋電子データ」「電子
データ」を選択した場合、通
知先アドレスにメールアドレス
を⼊⼒します。

地⽅税電子申告において、市
区町村が特別徴収義務者に
送付する特別徴収税額通知の
ために使用します。

税額通知
の受取⽅
法が設定
可能。

納付先が切
替わります。

納付先が
編集可能。



18.法定調書合計表
【業務メニュー】⇒【合計表等の作成】⇒【法定調書合計表】をクリックして下さい。
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チェックがついた⼈数と支払⾦額が連動します。
合計表を⼿⼊⼒で作成する場合、「⼊⼒」にチェッ
クをつけて、⼈数と⾦額を⼿⼊⼒して下さい。

①【B源泉徴収票を提出するもの】をダブルク
リックして下さい。

⇒「提出要否」画⾯が表示されます。
②【自動判定】ボタンをクリックして下さい。
③チェックの内容を確認し、【確定】をクリックして下さい。

⇒提出要否が設定されます。
※「給与所得の源泉徴収票」以外の提
出要否も同様のやり⽅で設定できます。

提出要否の設定方法

源泉徴収票、支払調書の
提出要否を設定します。



19.納付管理表等

 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」「報酬・料金等の所得税徴
収高計算書」が作成できます。

 「源泉徴収票」、「支払調書」に入力した内容が「納付管理表」に連動し、「納
付管理表」から「所得税徴収高計算書」に金額が取込できます。

 「所得税徴収高計算書」は金額を手入力して作成することもできます。

※電子申告の達人に取込して電子申請することができます。

※「0円納付」の電子申請も可能です。

-51-



19.納付管理表等

【業務メニュー】⇒【合計表等の作成】⇒【納付管理表等の作成】をクリックして下さい。
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日雇労働者の賃⾦、税理⼠
等の報酬は、「⼿⼊⼒で作
成」を選択することもできます。

報酬等の支払調書を【日常報酬】ボタン
から登録した場合、⾦額が連動します。

「帳票設定」画⾯

一⼈別徴収簿、支払調書等
で⼊⼒した内容が連動します。

源泉徴収税額納付管理表（給与所得・退職所得）

「税理⼠等の報酬」「日雇労働者
の賃⾦」の記載⽅法を変更可能。



19.納付管理表等

①【給与所得・退職所得等の所得税徴収⾼計算書】タブをクリックして下さい。
②納付期間を設定し、【データ取込】ボタンをクリックして納付書を作成して下さい。
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設定した期間の⾦額を
「源泉徴収税額納付管
理表」より取り込みます。

「所得税徴収⾼計算書」
の用紙を送付するか否か
の設定を⾏います。

「一般用」と「納
期特例用」が
切替わります。

納付期間が切
替わります。

「所得税徴収⾼計算
書用紙送付の要否」
画⾯が表示されます。

「所得税徴収⾼計算用紙
の送付の要否」画⾯

※納付書は、⾦額を⼿⼊⼒し
て作成することもできます。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書



19.納付管理表等

① 【源泉徴収税額納付管理表（報酬・料⾦等） 】 、【報酬・料⾦等の所得税徴収⾼計算
書】タブをクリックして下さい。
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源泉徴収税額納付管理表（報酬・料⾦等）

報酬・料⾦等の所得税徴収⾼計算書

源泉徴収税額納付管理表（報酬・料金等）、報酬・料金等の所得税徴収高計算書

納付書の作成⽅法は、前頁の給
与所得・退職所得等と同様です。

報酬等の支払調書を【日常報酬】ボタン
から登録した場合、⾦額が連動します。



20.その他の支払調書

「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」「非住居者等に支払われ
る給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」とその合計表が作成できます。
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配当、剰余⾦の分配、⾦銭の分配及び基⾦利息の支払調書

非住居者等に支払われる給与、報酬、年
⾦及び賞⾦の支払調書



21.税務代理書面
税務代理権限証書が作成、印刷できます。

ここで作成しておくと、電子申告の際にこの情報をインポートできます。
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22.個人番号の入力をする前に
年調・法定調書の達人に個人番号の入力をする前に、データベースにセキュリティを設定
して下さい。セキュリティを設定すると、データベースに強固な暗号化がほどこされます。

データベースにセキュリティを設定する方法

※データベースを持っているサーバ機（親機）で⾏って下さい。
①【達⼈Cube】⇒【年調・法定調書】⇒【データベース管理】の順にクリックして下さい。
②「データベースセキュリティを有効にする」にチェックがついていない場合、チェックをつけて下さい。
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チェックがついているこ
とを確認して下さい。

⇒確認画⾯が表示されます。
③【OK】ボタンをクリックして下さい。

⇒データベースにセキュリティが設定されます。

※データベースにセキュリティを設定
すると、達⼈Cubeにログインしな
いとデータが開けなくなります。



22.個人番号の入力
個人番号の入力は、手入力する方法と、データ管理の達人に収集した個人番号
を取込する方法があります。

また、データ管理の達人から取込するには、全社員分をまとめて取込する方法と、
個別に一人ずつ取込する方法があります。

 入力方法1：手入力

 入力方法2：データ管理の達人から取込する（まとめて）

 入力方法3：データ管理の達人から個別に取込する
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22.個人番号の入力
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【入力方法1】手入力

「社員の登録」「受給者の登録」画⾯に直接個⼈番号を⼊⼒して下さい。
社員の登録 受給者の登録

個⼈番号は「*」で表示されます。
※カーソルが表示されている時の
み個⼈番号が表示されます。



22.個人番号の入力
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【入力方法2】データ管理の達人から取込する

①【業務メニュー】⇒【データのインポート】をク
リックして下さい。

②【個⼈番号データのインポート】を選択し、
【確定】をクリックして下さい。

④該当する個⼈番号が登録されている収集データベー
スにチェックをつけ、【確定】をクリックして下さい。

③【データ管理の達⼈（個⼈番号収集データ
ベース）】を選択し、【確定】をクリックして下
さい。



22.個人番号の入力
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⑥【はい】をクリックすると、個⼈番号の取り込み
状況を記録したログファイルを保存できます。

※「差分検出結果」「インポート結果ログ」を開
き、結果を確認して下さい。

※インポートする際は、「氏名」の一致を条件に
取り込まれます。なお、2次的な要素として、
収集データベース側のコード番号・⽣年月日
（省略可）も⼊⼒されていれば、「氏名」
「コード番号」「⽣年月日」の一致を条件に
取込します。収集データベースで社員を追加
する場合、社員コード等が不明であれば、空
欄にして下さい。

⑤インポートの条件を設定して、【確定】をクリックして下さい。

インポートを2回以上する場合に、既存の
個⼈番号をどうするか、指示して下さい。

チェックをつけると、年調・法定調書の達⼈とデータ管理
の達⼈で社員コードが異なるデータの取込ができます。

【社員の登録】⇒【家族情報】で控除計算対象外に
した家族の個⼈番号をインポートするかを設定します。

年調・法定調書の達⼈の社員および受給者と、
データ管理の達⼈の収集対象者に差異がある
場合、差異の一覧が出⼒できます。

⇒個⼈番号が取込されます。



22.個人番号の入力
データ管理の達人の収集データに追加登録したが、年調・法定調書の達人には登録して
いない社員や扶養親族を、年調・法定調書の達人に取込することができます。

-62-

【入力方法3】データ管理の達人から個別に取込する（社員の取込）

①【社員の登録】⇒【新規登録】⇒【家族情
報】タブをクリックして下さい。

②本⼈個⼈番号の【参照】をクリックして下さい。

③設定を⾏い、【確定】をクリックして下さい。

追加した社員が表示
されない場合、「すべ
て」に変更して下さい。

⇒社員（本⼈のみ）の情報が取込まれます。扶養親
族がいる場合、それぞれの扶養親族の取込の操作を
繰り返して下さい。

取込する社員を
クリックして下さい。

【参照】から収集デー
タを選択して下さい。

「氏名、個⼈番号
等のすべての個⼈
情報」にチェックをつ
けて下さい。



22.個人番号の入力
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【入力方法3】データ管理の達人から個別に取込する（扶養親族の取込）

①扶養親族個⼈番号の【参照】をクリックして
下さい。

②設定を⾏い、【確定】をクリックして下さい。

⇒扶養親族の情報が取込されます。
扶養親族が複数⼈いる場合、それぞれの扶養親族
の取込の操作を繰り返して下さい。

※配偶者も扶養親族と同様のやり⽅で取込できます。

【参照】から収集デー
タを選択して下さい。

「氏名、個⼈番号
等のすべての個⼈
情報」にチェックをつ
けて下さい。

取込する扶養親族を
クリックして下さい。

配偶者の情報はこの
ボタンから取込可能。



23.業務エラーチェック
作成した帳票に不備や誤りがないかをチェックし、結果をPDFファイルで出力できます。

①【業務メニュー】⇒【業務エラーチェック】をクリックして下さい。
②エラーチェックを⾏う項目にチェックをつけて、【チェック実⾏】をクリックして下さい。
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業務エラーチェックのチェック項目詳細リスト

チェック項目の詳
細な内容が確
認できます。



24.帳票の一括印刷
帳票の一括印刷は、作成した帳票を一括で印刷することができます。

①【業務メニュー】⇒【帳票の一括印刷】 をクリックして下さい。
②印刷したい帳票のタブをクリックし、印刷したい帳票にチェックをつけてから、【実⾏】ボタンをク
リックして下さい。
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印刷される情報をＰＤＦファイルで
出⼒したい場合は、【出⼒対象】を
「ファイル（ＰＤＦ形式）」に変更
して下さい。印刷と同じ様式でデー
タファイルとして保存できます。

各タブをクリックして印
刷帳票を切替えます。

印刷する帳
票にチェック
を⼊れます。

【一覧表】タブは、⼊⼒の
チェック用の書類が出⼒可能。

⇒チェックをつけた帳票が印刷されます。

印刷方法

選択されている（⻘色に
なっている）帳票のプレ
ビュー画⾯が確認できます。



24.帳票の一括印刷
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F4︓オプション
ミシン目ガイド印刷、複写枚数、その他出
⼒の有無などが設定できます。

F5︓範囲選択
印刷範囲が選択できます。

F6︓印刷項目
印刷項目が設定できます。

F7︓個⼈番号
個⼈番号を印字する場合、設定して下さ
い。

F8︓用紙設定
用紙サイズの設定や、給紙トレイ(給紙⽅
法）が選択できます。

F9︓プリンタ
出⼒するプリンタが変更できます。

出⼒するプリンタを表示します。
【設定】からプリンタが変更可能。

印刷の設定等

出⼒順序が選択可能。
・「「社員の登録」画⾯の表示順」
・「納付先（市町村）No、社員コード順」

印刷する様式が
選択可能。【参
照】から印字項
目が確認可能。



24.帳票の一括印刷
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【F4】印刷オプション 【F5】範囲選択

【F6】印刷項目の選択

印刷する必要のない項目
のチェックをはずして下さい。

「出⼒する」を選択すると、
「扶養控除等（異動）申
告書」等の「個⼈番号」欄は、
「※個⼈番号を記載しない
で下さい。」と印字されます。

印刷する範囲を選択して下さい。
所属単位での選択も可能です。
複数選択をするには、【Shift】＋クリック、又
は【Ctrl】＋クリックで選択できます。



24.帳票の一括印刷
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【F7】個⼈番号印字設定

【F8】用紙設定

個⼈番号を印字する場
合のみ「印字する」に
チェックをつけて下さい。

⼿差し印刷する場合、
▼マークをクリックし⼿差
しトレイを選択します。

「拡大(縮小）幅の設
定」は、ＯＣＲ印刷時
に、帳票上部はぴったり
だが、下部で合わない
場合、ずれの数値を⼊
⼒して下さい。

ミリ単位になっています。1.0＝1mmです。
一度⼊⼒した数値は、保持されますので２
度目の調整時は、表示された調整値に、２
度目の調整値をプラスして⼊⼒して下さい。

【F9】プリンタ設定

このウィンドウの「オフセッ
ト」は使用しないで下さい。
OCRのみでなく、すべての
印刷帳票が⼊⼒値通り
にずれてしまいます。

カラー印刷を⾏
う場合は、カ
ラー印刷を選
択して下さい。

プリンタが変更
できます。

プリンタのプロパティ
が表示されます。



24.帳票の一括印刷
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Ｑ．従業員に配布する源泉徴収票のみを印刷する
ことはできますか。

Ａ．「様式設定」で「受給者交付用のみ【A4サイ
ズ】」を選択して実⾏して下さい。A4用紙1枚に
2名分の源泉徴収票が印刷されます。

Ｑ．扶養控除等（異動）申告書を印刷すると、
「個⼈番号」欄に「 ※個⼈番号を記載しないで
下さい。」と印字されてしまう。
「 ※個⼈番号を記載しないで下さい。」の印字
を消すことはできますか。

Ａ．【オプション】⇒「帳票欄外に個⼈番号を別途収
集・保管する旨を出⼒」は「出⼒しない」を選択
して下さい。

帳票の一括印刷 Ｑ＆Ａ

「出⼒する」にした時の印字イメージ



25.法定調書及び合計表の再提出方法
法定調書や合計表の再提出の方法は、以下の通りです。電子申告を行う方は、特に注意
して下さい。

※提出した法定調書に誤りがあった場合は、

誤った法定調書と正しい法定調書及び合計表の提出が必要です。

※提出した法定調書に追加が発生した場合は、

追加分の法定調書と合計表の提出が必要です。

そのため、年調・法定調書の達人では、データ複写機能を利用して再提出分を作成しま
す。

データ作成の流れ

１．誤った法定調書及び合計表の複写を⾏う。（すべて複写）
２．複写したデータに修正を⾏う。
３．提出用の正しい法定調書及び合計表の複写を⾏う。（範囲を指定して複写）
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25.法定調書及び合計表の再提出方法
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≪追加≫の場合の抽出複写

修正したデータすべて複写提出したデータ

≪訂正≫の場合の抽出複写

・誤った法定調書及び合計表を
選択して下さい。

・修正した法定調書及び合計表を
選択して下さい。

無効分データ
(1)

無
効(

取
消)

訂正分データ
(2)

訂
正

・追加した法定調書及び合計表を
選択して下さい。

修正したデータすべて複写提出したデータ

追加分データ
(3)

追
加

※⻩色のデータを印刷して提出。（電子申告も同様に）

イメージ図



25.法定調書及び合計表の再提出方法
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①【ファイル】→【データの複写（修正・再提出用デー
タの作成）】をクリックして下さい。

②【閉じる】をクリックして下さい。

④【すべて複写】を選択し、【確定】をクリックして下さ
い。

⑤「データ名称」に「修正分」等と⼊⼒し、【確定】を
クリックして下さい。③訂正する顧問先データを選択し、【選択】をクリック

して下さい。

⇒データが複写されます。

複写して作成したデータを修正して下さい。

１．誤った法定調書及び合計表の複写（すべて複写）

データの複写の
説明の画⾯です。

２．複写したデータの修正



25.法定調書及び合計表の再提出方法
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①【ファイル】→【データの複写（修正・再提出用デー
タの作成）】をクリックして下さい。

②【閉じる】をクリックして下さい。

④【範囲を指定して複写】を選択し、【確定】をクリック
して下さい。

⑤「提出区分」は【追加／訂正／無効】いずれかを選
択し、「データ名称」に提出日等を⼊⼒して下さい。

⑥【参照】をクリックし、関連する法定調書を選択し、
【確定】をクリックして下さい。

③修正した顧問先データを選択し、【選択】をクリック
して下さい。

⇒提出用データが作成されます。

３．提出用データの作成（範囲を指定して複写）

データの複写の
説明の画⾯です。



25.法定調書及び合計表の再提出方法
電子申告する場合、法定調書合計表に当初電子申告した時の受付番号と受付日時を設
定して下さい。
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①【開く】をクリックし、複写して作成した提出用データ
を選択し、【確定】をクリックして下さい。

③「前回受付番号」「前回受付日時」を⼊⼒し、
【確定】をクリックして下さい。

※電子申告の達⼈で送信した場合、【参照】か
ら取込することができます。

②「法定調書合計表」画⾯で、【前回受付】をクリック
して下さい。

⇒前回受付情報が設定されます。

前回受付情報の設定



26.インポート・エクスポート機能
データのインポートでは、主に以下の種類のデータが取込できます。

• 帳票データのインポート

• 給与計算ソフトからのインポート

• 国税庁年調ソフトデータのインポート

• AI-OCR（年末調整用）からのインポート（オプション（有料）機能）
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26.インポート・エクスポート機能
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初めにエクスポートを行い、入力用の
Excelファイルを出力します。
1.帳票データのエクスポート
1-1.【業務メニュー】⇒【データのエクスポート】
⇒【帳票データのエクスポート】⇒【確定】の
順にクリックして下さい。

1-3.【OK】をクリックして下さい。1-4.【OK】をクリックして下さい。

1-2.エクスポートの設定をして、【確定】をクリックして下さい。

⇒選択した場所に「コード＋会社名」のフォルダが作成され、
フォルダ内に帳票データのExcelファイルが作成されます。

⇒エクスポートしたExcelファイルにデータを⼊⼒して下さい。

ファイル形式を選択しますExcel
ファイルを選択すると便利です。

【参照】からエクスポート
先を選択します。デスク
トップなどわかりやすいと
ころを選択して下さい。

エクスポートする帳票にチェックをつけます。

インポート／エクスポートさ
れる項目やファイルフォー
マットが参照できます。

帳票データのインポート

帳票データをExcel、csv形式のファイ
ルでインポート／エクスポートできます。
データ入力等をExcelで行う場合等
に利用して下さい。



26.インポート・エクスポート機能
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2-3.【OK】をクリックして下さい。 2-4.【OK】をクリックして下さい。

2-2.インポートの設定をして、【確定】をクリックして下さい。

⇒帳票データがインポートされます。

【参照】からインポート元フォルダを選択すると、
フォルダ内の帳票データの内容を読取り、イン
ポート対象の帳票にチェックが⼊ります。

インポートする帳票にチェック
がついていることを確認します。

データを入力したExcelファイルを取込
します。
2.帳票データのインポート
2-1.【業務メニュー】⇒【データのインポート】
⇒【帳票データのインポート】⇒【確定】の順
にクリックして下さい。

インポート／エクスポートさ
れる項目やファイルフォー
マットが参照できます。

ファイル形式を
選択します。



26.インポート・エクスポート機能

• 給与計算ソフト（11社）からデータが取込可能です。

• 「社員情報（家族情報）」と「給与・賞与情報」が取込されます。

• インポート方法、インポートされる項目の詳細は給与ソフトにより異なりますので、マニュア
ルで確認して下さい。
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給与計算ソフトからのインポート

【達⼈Cube】⇒【情報コミュニティ】
⇒【各種マニュアル】⇒【連動コン
ポーネント】⇒【年調・法定調書の
達⼈】から取込可能な給与計算ソ
フトとマニュアルが確認できます。

給与ソフトではありませんがこの
他に、「オフィスステーション年末
調整」（㈱エフアンドエム）から
社員情報等がインポート可能。



26.インポート・エクスポート機能

• 国税庁年末調整ソフトから出力した電子データ（xmlファイル）が取込できます。
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国税庁年調ソフトデータのインポート

①【業務メニュー】⇒【データのインポート】⇒
【国税庁年調ソフトデータのインポート】⇒
【確定】の順にクリックして下さい。

③【OK】をクリックして下さい。 ④【OK】をクリックして下さい。

②インポートの設定をして、【確定】をクリックして下さい。

⇒社員の登録、保険料控除申告書
の内容がインポートされます。

インポート⽅法
を選択します。

【参照】からインポート元フォルダを選
択すると、フォルダ内のファイルを読取
り、インポート対象が表示されます。



26.インポート・エクスポート機能

• 顧問先から収集した手書きの年末調整書類（専用帳票）をスキャンしてPDFファイルに
し、テキストデータに読み取りして、「年調・法定調書の達人」に取込することができる機
能です。
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AI-OCR（年末調整用）からのインポート

AI-OCRはオプションの有料機能になります。
詳細はお問い合わせ下さい。

専用帳票＜給与所得者の扶養控除兼配偶者控
除等申告書用⼊⼒シート＞

専用帳票＜給与所得者の保険料控除申告書⼊
⼒シート＞



27.翌年の処理
翌年のソフトが届く前に翌年のデータの入力を行う場合は、翌期繰越をして令和4年分の
データを作成して下さい。
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①【ファイル】⇒【翌期繰越】の順にクリッ
クして下さい。

②【閉じる】をクリックして下さい。

③翌期繰越を⾏う関与先をクリックし、【選択】をクリックして下さい。

これで、新年分データができましたので、給与・賞与データを⼊⼒して下さい。
※令和4年分のプログラムがリリースされたら、令和4年のプログラムで「旧プログラムデータのコンバート」を⾏っ
て下さい。

※前回申請で、修正・追加・無効等
を⾏い、2度提出した場合は、修
正したデータを選択して下さい。

④【OK】をクリックして下さい。翌期繰越の説明
の画⾯です。

確認の画⾯です。



28.中小企業向け所得拡大促進税制適用可否判定表
「中小企業向け所得拡大促進税制適用可否判定表」が作成できます。
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①【ツール】⇒【中小企業向け所得拡大促進税制適
用可否判定表のエクスポート】をクリックして下さい。

②設定をして【確定】をクリックして下さい。 ⇒保存先を設定してエクスポートします。
⇒保存先に中小企業向け所得拡大促進税制適
用可否判定表のExcelファイルが作成されます。

③【OK】をクリックして下さい。



29.作成できる帳票
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作成帳票 使用用紙

源
泉
徴
収
票

給与所得に対する源泉徴収簿(一⼈別徴収簿) A4白紙

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書（本年
分用・翌年分用）
※控除対象扶養親族の追記用別紙、および16才
未満の扶養親族の追記用別紙(住⺠税別紙)を含
む。

A4白紙

給与所得者の保険料控除申告書 A4白紙
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の
配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告
書

A4白紙

給与所得の源泉徴収票

A4白紙・
A5白紙・
A4ミシン
目⼊り・専
用用紙

源泉徴収簿の基礎となる給与明細表 A4白紙

年末調整欄 A4白紙・
縦横ミシン

年末調整通知書 A4白紙

作成帳票 使用用紙

支
払
調
書
等

退職所得の源泉徴収票 A4白紙・
縦横ミシン

報酬、料⾦、契約⾦及び賞⾦の支払調書 A4白紙・
縦横ミシン

不動産の使用料等の支払調書 A4白紙・
縦横ミシン

不動産等の譲受けの対価の支払調書 A4白紙・
縦横ミシン

不動産等の売買又は貸付けのあっせん⼿数料の支
払調書

A4白紙・
縦横ミシン

配当、剰余⾦の分配、⾦銭の分配及び基⾦利息
の支払調書

A4白紙・
縦横ミシン

非居住者等に支払われる給与、報酬、年⾦及び賞
⾦の支払調書

A4白紙・
縦横ミシン

合
計
表
等

給与支払報告書(総括表)
A4白紙・
A5白紙・
A4ミシン目
⼊り

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 A4白紙・
OCR用紙

配当、剰余⾦の分配、⾦銭の分配及び基⾦利息
の支払調書合計表 A4白紙

非居住者等に支払われる給与、報酬、年⾦及び賞
⾦の支払調書合計表 A4白紙



29.作成できる帳票
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作成帳票 使用用紙

合
計
表
等

給与等の支給状況内訳書 A4白紙
源泉徴収額納付管理表（給与所得・退職所得
等） A4白紙

源泉徴収額納付管理表（報酬・料⾦等） A4白紙
給与所得･退職所得等の所得税徴収⾼計算書(
一般用)

B4白紙・
専用用紙

給与所得･退職所得等の所得税徴収⾼計算書
(納期特例用)

B4白紙・
専用用紙

報酬・料⾦等の所得税徴収⾼計算書 B4白紙・
専用用紙

補
助
資
料

社員データ一覧表 A4白紙

月別給与賞与等データ一覧表 A4白紙

年末調整データ総括表 A4白紙

前期比較表(一⼈別徴収簿・年末調整欄) A4白紙

年末調整データ一覧表 A4白紙

年末調整還付⾦額一覧表 A4白紙

作成帳票 使用用紙

補
助
資
料

年末調整還付⾦額の⾦種表 A4白紙

給与支払報告者一覧 A4白紙
データ一覧表(報酬、料⾦、契約⾦及び賞⾦の支
払調書) A4白紙
日常報酬データ一覧表(報酬、料⾦、契約⾦及び
賞⾦の支払調書) A4白紙

データ一覧表(退職所得の源泉徴収票) A4白紙

データ一覧表(不動産の使用料等の支払調書) A4白紙
データ一覧表(不動産等の譲受けの対価の支払調
書) A4白紙
データ一覧表(不動産等の売買又は貸付けのあっせ
ん⼿数料の支払調書) A4白紙
データ一覧表(配当、剰余⾦の分配、⾦銭の分配
及び基⾦利息の支払調書) A4白紙
データ一覧表(非居住者等に支払われる給与、報
酬、年⾦及び賞⾦の支払調書) A4白紙

税務代理権限証書 A4白紙


